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　普通税とは納められた税金の使い道が特別に決まっておらず、どのような経費にも充てるこ
とができる税金のことです。
　目的税とは、その税金の使い道が法律や条例により特定されている税金のことです。

普通税と目的税

土地・家屋・償却資産に対して課税される税金です。

個人の所得に対して課税される税金です。

法人の所得に対して課税される税金です。

市街化区域内の土地・家屋に課税される税金です。税収は都市計画事業や、土地区画
整理事業に要する費用に充てられます。

軽自動車等の所有者に対して課税される税金です。

たばこの製造者などが、市内のたばこ小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税
される税金です。

都市計画債償還金
下水道事業債償還金
下水道事業繰出金（雨水減価償却費）
公園整備
街路橋りょう整備
貝塚駅周辺土地区画整理
　　　　　合　計

22,208,695
4,380,000
4,200,000
950,000
552,540
23,000

32,314,235

市内の事業所等において事業を行う法人または個人に課税される税金です。税収は
都市環境の整備および改善に関する事業に要する費用に充てられます。

普

通

税

市民税

固定資産税

軽自動車税（種別割）

市たばこ税

都市計画税

事業所税

事　業　名

入湯客が、鉱泉浴場を通じて納める税金です。税収は消防施設、環境衛生施設、鉱泉
源の保護管理施設、観光施設の整備などに要する費用に充てられます。入湯税

市内の宿泊施設の宿泊客に課税される税金です。税収は観光・ＭＩＣＥ振興に要する
費用に充てられます。宿泊税

　　　　 合　計 8,722,811

文教施設整備
環境施設整備
道路橋りょう整備
河川水路改良
こども育成施設整備
保健福祉施設整備
公園整備
街路橋りょう整備
その他

6,767,670
570,000
467,000
272,000
150,000
40,000
10,000
10,000
436,141

消防施設整備 54,827

◆都市計画税◆

Ｐ66に記載しています。

◆入湯税◆

◆宿泊税◆

◆事業所税◆
◎目的税の使い道（令和７年度）

（単位：千円） （単位：千円）

（単位：千円）

金　額

事　業　名

事　業　名

金　額

金　額

個人市民税

法人市民税

福岡市の市税には、次の８種類のものがあります。

第2章 福岡市の市税
市税のあらまし

■生活保護法の規定により生活扶助を受けている方

■前年中の合計所得金額
※1
が135万円以下（給与所得者の年収になおす

　と204万4千円未満）で次に該当する方
　　◆障がい者　◆未成年者　◆寡婦　◆ひとり親

■前年中の総所得金額等
※1
の合計額が次の算式で求めた額以下の方

　・同一生計配偶者および扶養親族がいない方　45万円
　・同一生計配偶者または扶養親族がいる方
　　35万円×（同一生計配偶者+扶養親族数+本人）+32万円+10万円

■課税総所得金額（所得金額の合計額-所得控除額の合計額の
　1,000円未満切捨て）が0円以下の方

■前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方
　・同一生計配偶者および扶養親族※２がいない方　45万円
　・同一生計配偶者または扶養親族がいる方
　　35万円×（同一生計配偶者+扶養親族数+本人）+21万円+10万円

納めるべき税額
均等割 所得割

納税義務者

区内に住所を有する個人

区内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人で、その区内に住所を有しない個人

○
○

○

個人の市民税が課税されない方

個人の市民税を納める方（納税義務者）
個人の市民税の納税義務者は次のとおりです。

＊その区内に住所を有するかどうか、また、事務所などを有するかどうかは、その年の1月1日現在の状況で
　判定します。

　個人の市民税は、前年1年間（1月～12月）の所得に対して課税される税金であり、原則として
1月1日現在の住所地で課税されます。税額は広く均等に負担していただく均等割と所得に応じ
て負担していただく所得割との合計額です。
※なお、前年1年間の所得に対しては、別途所得税（Ｐ85をご覧ください。）も課税
されます。

個人の市民税（個人住民税）

均等割も所得割も
課税されない方

所得割が課税
されない方
（ただし、均等割は
 課税されます。）

※１　「合計所得金額」および「総所得金額等」の説明は以下のとおりです。
　「総所得金額」……利子所得、配当所得（申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当を除きます。）、不動産所得、

事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の合計額（所得に赤字の金額がある場合は、原則
として他の所得と通算した後の金額）で、損失の繰越控除（原則として前年までの所得から差し引け
なかった赤字の所得金額や雑損控除の金額を翌年の所得から差し引くこと）後の金額をいいます。　

　「総所得金額等」…損失の繰越控除後の総所得金額、株式等の譲渡所得等の金額、申告分離課税を選択した上場株式
等の配当所得の金額、先物取引の雑所得等の金額、特別控除額を控除する前の分離課税分の譲渡
所得の金額、山林所得金額、退職所得金額（分離課税分を除きます。）の合計額をいいます。　

　「合計所得金額」…上記の総所得金額等の説明文の「損失の繰越控除後」を「損失の繰越控除前」と読みかえたものをいいます。　
※２　「扶養親族」とは、同一生計配偶者や扶養親族（年齢１６歳未満の方を含みます。）をいいます。同一生計配偶者や扶

養親族には、生計を一にする配偶者やその他の親族で前年中の合計所得金額が48万円以下の方が該当します。

１．市民税


